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▲�法改正により作成された「洪水・土砂災害ハザードマップ」
は、５月に全戸配布されました

　神林地区40集落の区長を対象に、「村上市洪水・土砂災害ハ
ザードマップ」説明会が「新しい生活様式」に示す感染防止対
策を講じた中で行われました。
　市の防災担当者から、洪水浸水想定区域図の基準が、想定し
得る最大規模の降雨（おおむね1,000年に１度）に改められた
ことが説明され、続いて、洪水から命を守るため、「いつ、ど
のように行動するか」を家族などで時系列ごとにまとめる「マ
イ・タイムライン作り」の必要性についての話を聞きました。
　今後は、自主防災組織の役員や、地区の防災士などへの説明
会を開催し、多くの人へ周知を図る予定となっています。

地区の防災力向上を目指して
村上市洪水・土砂災害ハザードマップ説明会（神林農村環境改善センター）６/29

…ニュース番組として市ホームページで動画を配信中
動画あり

▲快晴のもと、笑顔で歩く参加者

それぞれの思いを胸に一歩ずつ
がんばろう、さんぽく！震災復興ウオーク（山北地区）

　山形県沖を震源とする地震から１年となった６月18日、被
害の大きかった山北地区でウオーキングイベントが開催され
ました。NPO法人さんぽくスポーツ協会がさらなる復興を
願って企画したもので、新型コロナウイルスの感染拡大以降
では、山北地区で初めてのスポーツイベントとなりました。
　地震発生日にちなみ、参加者はウオーキングなどで合計距
離61.8キロメートルを目指して実施。結果は127人が参加、
合計距離は490キロメートルを超えました。
　親子連れで参加した30歳代男性は、「久しぶりにこのよう
なイベントに参加でき、とても気持ちが良かった」と笑顔を
見せていました。

6/18 動画あり

▲ラベンダーの摘み取りを体験

ラベンダーの香りに癒やされて
あらかわラベンダーWEEK！（グリーンパークあらかわ総合運動公園）

　ハーブメイツあらかわのメンバーが、荒川地区を花でいっぱい
にしようと、ラベンダーやハーブを育てる活動を行っています。
　例年実施していた「ラベンダーフェスティバル」は、密集を避
けるために中止となりましたが、きれいに咲いたラベンダーを見
て、地域の皆さんが少しでも元気になってほしいという想いから
「あらかわラベンダーWEEK」を開催しました。
　訪れた人々は、ラベンダーの香りに癒やされながら、ラベンダー
の摘み取り体験やラベンダースティック作り体験などを楽しんで
いました。

6/22～27 動画あり

▲アユ釣りを楽しむ人々

太公望、待望の鮎釣り解禁
県内で先駆け鮎釣り解禁（三面川）

　三面川沿岸の鮎釣りが解禁となり、大勢の鮎釣り名人が三面川や
高根川で楽しんでいます。
　茨城県から来た夫婦は、解禁日に18センチの鮎を釣り上げたとの
こと。「天然遡上の川を求めて、全国を回っているが、ここは人も良
いし、景色も良い。おとり販売の人も良い人達ですね」と笑顔で答
えてくれました。
　晴天の中、大自然の恵みを感じながら趣味を謳
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する釣り人の姿
は、毎年の朝日地域の風物詩です。

６/27 動画あり
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　新型コロナウイルス感染症に関する情報について
は、市報の臨時版などで迅速にお知らせするように
努めていますが、市ではホームページをはじめ、フェ
イスブックやメール配信サービスを活用し、最新の
情報を配信しております。
　情報源が不確かな「デマ」や「うわさ」によって
混乱がおこっていることもあり、正
しい状況の把握のためには、正確な
情報をキャッチすることが大切で
す。
　これを機に、大切な情報源として
活用してみてはいかがでしょうか。

　市の公式ユーチューブチャンネル。村上大祭やむ
らかみ体操、新型コロナウイルス感染症対策での市
長のコメントなどを配信しています。

新型コロナウイルス感染症の
最新情報を得よう！

　市の行政や議会、子育て、教育、観光など、さま
ざまな情報が掲載されています。各種申請様式もダ
ウンロードできます。

村上市
ホームページ

●�問い合わせ　企画財政課企画政策室　☎53−2111（内線3234）

　身近な情報の提供や防災・防犯、子育て支援など
の情報をお伝えするメールマガジンの配信サービス
です。配信には登録が必要です。

村上市メール
配信サービス

　市のニュースや開催イベント、シティープロモー
ションの動画などの配信をしています。
　ぜひ「いいね」や「シェア」をお願いします。

歴史ある町並みを未来へ
新たに５棟が歴史的風致形成建造物に

　地域の財産である歴史的な建造物を保存し、歴史的な町並み景観を保
全する制度である「歴史的風致形成建造物指定制度」において、今年
度、新たに追加指定された建造物の所有者に、市長から直接指定書が手
渡されました。
　追加指定されたのは「山口家住宅」「大竹家・轟家住宅」「やすらぎ処
石亀」「ゑびす屋土蔵」「旧細野家住宅」の５棟で、指定の証として市の
伝統産業である村上堆朱の技術で作成されたプレートも交付されまし
た。
　なお、平成29年度から始まったこの制度により、合計39棟が歴史的
風致形成建造物に指定されています。

７/１

▲それぞれに指定のプレートが手渡されました

▲本部が設置され、いよいよ調査が動き出します

　今年の10月１日を基準日として実施される「国勢調査」にあたり、「令和
２年国勢調査村上市実施本部」が設置されました。
　実施本部長の忠副市長は「国勢調査は、あらゆる施策の基礎となる重要
な統計調査です。新型コロナウイルス感染防止にも配慮しながら調査を進
めますので、市民の皆さんには確実な回答をお願いします」とあいさつ。
その後、実施本部の看板が掲げられました。
　調査は、前回からインターネット回答も導入されており、スマートフォ
ンやパソコンから簡単に回答できます。市民の皆さんにも活用いただき、
インターネット回答率向上にご協力をお願いします。

５年に１度の大調査が始まります
令和２年国勢調査村上市実施本部を設置（市役所）７/１
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